
告
　
　
示

○
道
路
の
区
域
変
更
及
び
供
用
開
始
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
道
　
路
　
課
）

一

○
道
路
の
供
用
開
始
（
二
件
）

（

〃
　
　
）

●
香
川
県
告
示
第
五
百
二
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
併
せ
て
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
新
た
に
道
路
の
区
域
と
な
っ
た
道
路
の
部
分

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
課
に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
七
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
八
月

十
五
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
七
月
二
十
五
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道
（
一
般
）

二
　
路
　
線
　
名
　
多
度
津
停
車
場
線
（
二
百
十
三
号
）

三
　
道
路
の
区
域

変
　
更
　
敷
地
の
幅
員
　
延
　
　
　
長

区
　
　
　
　
　
　
　
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
　
考

前
後
別
（
メ
ー
ト
ル
）
（
メ
ー
ト
ル
）

七
・
五

〜
　
　
　
　
　
　
八
七

九
・
〇

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
七
月
二
十
五
日

（
第
九
三
五
七
号
）

目

次

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

第 58 号

平成 18 年

7 月25日（火曜日）

一

七
・
五
　
　
　
　
　
　
　
し
た
区
域
の

〜
　
　
　
　
　
　
七
五
　
一
部
を
不
用

一
二
・
〇
　
　
　
　
　
　
　
物
件
化

七
・
五

後
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
　
七
五

一
六
・
八

四
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
八
年
七
月
二
十
五
日

●
香
川
県
告
示
第
五
百
二
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
よ
う
に
道
路

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
課
に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
七
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
八
月

十
五
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
七
月
二
十
五
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道
（
一
般
）

二
　
路
　
線
　
名
　
多
度
津
停
車
場
線
（
二
百
十
三
号
）

三
　
道
路
の
区
域

敷
地
の
幅
員
　
延
　
　
　
長

区
　
　
　
　
　
　
　
　
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
　
考

（
メ
ー
ト
ル
）
（
メ
ー
ト
ル
）

平
成
九
年
香

川
県
告
示
第

六
百
四
十
一

号
で
変
更
し

た
区
域
及
び

平
成
十
五
年

香
川
県
告
示

第
七
百
三
十

三
号
で
変
更

し
た
区
域
の

一
部

四
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
八
年
七
月
二
十
五
日

告

示

仲
多
度
郡
多
度
津
町
栄
町
三
丁
目
六
九

番
一
三
地
先
か
ら

平
成
十
一
年

香
川
県
告
示

第
六
百
五
十

五
号
で
変
更

前

仲
多
度
郡
多
度
津
町
仲
ノ
町
乙
二
七
八

番
二
地
先
ま
で

仲
多
度
郡
多
度
津
町
仲
ノ
町
乙
二
七
一
番
一
地
先

か
ら

仲
多
度
郡
多
度
津
町
仲
ノ
町
乙
二
六
三
番
四
地
先

ま
で

一
六
・
〇

〜
　
　
　
　
　
　
七
六

四
五
・
六

一
六
・
〇

〜
　
　
　
　
　
二
六
〇

三
三
・
〇

仲
多
度
郡
多
度
津
町
栄
町
甲
四
〇
番
五
地
先
か
ら

仲
多
度
郡
多
度
津
町
栄
町
三
一
九
番
三
地
先
ま
で



平
成
十
八
年
七
月
二
十
五
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所
　
　
香
　
　
川
　
　
県
　
　
庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

古紙配合率70％
白色度70％再生紙を使用しています

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
七
月
二
十
五
日

（
第
九
三
五
七
号
）

二

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http://www. pref. kagawa. jp/

●
香
川
県
告
示
第
五
百
二
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
よ
う
に
道
路

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
課
に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
七
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
八
月

十
五
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
七
月
二
十
五
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
道
路
の
種
類
　
国
道
（
一
般
）

二
　
路
　
線
　
名
　
三
百
七
十
七
号

三
　
道
路
の
区
域

敷
地
の
幅
員
　
延
　
　
　
長

区
　
　
　
　
　
　
　
　
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
　
考

（
メ
ー
ト
ル
）
（
メ
ー
ト
ル
）

平
成
九
年
香

川
県
告
示
第

七
百
九
十
三

号
で
変
更
し

一
八
・
〇

た
区
域
の
一

〜
　
　
　
　
　
六
四
〇

部
及
び
平
成

五
二
・
〇

十
四
年
香
川

県
告
示
第
三

十
号
で
変
更

し
た
区
域

四
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
八
年
七
月
二
十
九
日

さ
ぬ
き
市
多
和
字
兼
割
八
九
番
四
地
先
か
ら

さ
ぬ
き
市
多
和
字
兼
割
七
三
番
三
地
先
ま
で


